
Hyogo Prefecture

実施体制の変更点について 資料２

 第３回会議資料で「調整中」としていた連絡会議及び警戒本部の本部長等については、第２回
会議での委員意見を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生の疑いが把握されたときに開催する連
絡会議の段階から、保健医療部長を副会長とする体制に変更する。

➢ P29 図表６ 連絡会議の副会長を「保健医療部次長」から「保健医療部長」に変更
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【第２回有識者会議委員意見】
・連絡会議の副会長は保健医療部次長より保健医療部長のほうがいいのではないかと思う。

図表６（一部抜粋）

(1) 連絡会議及び警戒本部の本部長等
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第３回会議後に、事務局内で実施体制について再検討を行い、パブリックコメントにおける改定
案に次のとおり反映した（意見なし）。
• 新型インフルエンザ等の発生の疑いが把握されたとき、又は発生が確認され政府対策本部が設
置されるまでの間において、状況に応じて、兵庫県危機管理基本指針に基づき、県独自で対策
本部等を設置し、対応することとする。

• 発生地域及び段階による設置基準とし、特に県内、関西広域連合構成府県及び隣接府県での発
生に対して体制を強化する。

➢ P28の本文を変更
➢ P29に図表５（対策本部等の設置基準）を追加
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(2) 状況に応じた実施体制の設置

実施体制の変更点について 02

パブコメ案
P29
・

改定版
P29


	スライド 1: 実施体制の変更点について　
	スライド 2: 実施体制の変更点について　

